
  

府下自治体における臨時・非常勤職員の実態調査結果 

             201１年 1 月１１日 

大阪労連 

 「大阪府下における臨時・非常勤職員に係わる実態調査」は０６年から開始し、今年で５年目とな

りますが、今年も全自治体からの協力を得ることができました。 

 今年は９月２４日に全自治体に調査用紙を郵送し、１１月１６日に全自治体から回答を得ました。 

「自治体の臨時・非常勤アンケート」は全国で３６地方がすでに取り組んでいますが、全労連は、

その取り組みを４７地方に広げること、そして自治体キャラバンでその活用を行うことをよびかけ

ています。自治体の臨時・非常勤・委託労働者など公契約労働者の雇用・労働条件を確保し、仕事

の「質」を高め、そこからあるべき行政と公共サービス、望ましい企業活動についての「地域合意」

を住民・行政・議会・事業者・労働者などの間で作り上げる運動をすすめて、安心して生活できる

地域社会を作っていきましょう。 

 

1、     ０６年から正規労働者は２８，２８６人減尐。  非正規労働者は４，１４２人増加 

 ２００６年 ２００７年  ２００８年  ２００９年 ２０１０年 

正規労働者数 １１０，７２１ １０５，０４５ １０１，９３５  ９９，８７９ ８２，４３５ 

非正規労働者数  ２８，５５４  ２９，３１９  ２９，６８２  ３０，９６６ ３２，６９６ 

・大阪府は毎年、教育委員会と警察を除いています。０８年総務省が行った調査（１週間の勤務時間

が２０時間以上で任用期間が６月以上の職員が調査対象。昨年４月１日基準日）によると、教育関

係が３条対象者２，５６６人、２２条対象者２，９１５人、１７条対象者０で計５，３８１人、警

察関係が３条対象者１，２１０人、２２条と１７条対象者は各０で計１，２１０人、大阪府として

の総合計は７，５２１人と報告されています。調査結果は大阪府の非正規数は１，８９４人です。 

・河内長野市と島本町は非正規労働者数について、年間任用予定者をフルタイム換算しています。 

それでも非正規労働者の割合は４割を超えています。 

・総務省は全都道府県・市区町村が０５年からおこなった公務員削減などの「集中改革プラン」の実

施結果をまとめました。速報値は０５年より２２万８０００人減尐し、５年間の減尐率は７．５% 

 となり、６．４％とした目標を上回っています。給与についても９８．９％の自治体が給料表水準  

 の引き下げなどを実施しています。比較年度が違いますが、大阪は０６年をベースにした減尐率は 

 ２５．５％となり、全国平均の３．４倍になります。 

 ・正規職員が削減された結果、臨時・非常勤職員は自治体の担い手となっていますが、法的位置づけ

は今もあいまいです。地公法３条３項３号対象者は１３，２６３人、地公法２２条２項と５項対象

者は１０，６０３人、地公法１７条対象者２，３０４人、その他３，８２４人と回答されています。

地公法３条３号３項の特別職非常勤は、地公法が適用されず、民間労働諸法であるパート労働法、

労働契約法、育児・介護休業法も適用されず、「法の狭間の存在」になっています。 

６ケ月以上病欠者の６６．５％がメンタルヘルスでの休業(昨年６３．３％) 

大阪府下自治体全体の６ケ月以上病欠者は７７１人で、うち５１３人がメンタルヘルスで休んでい

ます。(３市が未記入) 大阪府のメンタルヘルス割合は７３．４％、大阪市は７３．３％となって



います。 

課長以上の女性数は３２人増加 （ 昨年８３９人 → 今年８７１人 ）  

 

２、 非正規の割合が増加     単純平均は３５．２％(０９年) →３６．４％(１０年)  

加重平均は２３．７％(０９年) →２８．４％(１０年) 

非正規の割合が４０％を超える自治体    ８市７町 

・ 摂津市、茨木市、島本町、豊中市、豊能町、能勢町、四條畷市、交野市、河内長野市、河南町、 

  太子町、高石市、阪南市、田尻町、熊取町 

非正規の割合が５０％を超える自治体    ２市 1町 

・ 岬町、貝塚市、池田市 

 

３、  非正規労働者の賃金を底上げし、官製ワーキングプアをなくそう! 

臨時職員時間給 

・一般事務     平均   ８５３円(昨年より＋１４円) 

・保育士      平均 １，０９９円(昨年より＋２８円) 

・図書館司書    平均   ９９０円 

・消費生活相談員  平均 １，７６３円 

 

大阪の自治体から７００円台の時間給を一掃しよう！最低時給を１０００円以上に! 

●最低時間給７００円台が１３自治体 

     泉南市・大阪市・枚方市   ７７９円、 

     藤井寺市・河南町・太子町・千早赤坂村・田尻町・阪南市・岬町   ７８０円 

     東大阪市          ７８１円 

     能勢町           ７９０円 

     河内長野市         ７９５円 

 

臨時職員の最低時間給引き上げは２１自治体 (昨年は１６自治体)  

最低時間給の平均は７円引き上げられ、８３５円（昨年８２８円）。職種は事務職が多い。 

大阪府最低賃金が７７９円に引き上げられたことによる影響は６市２町。  

 

○ 非正規労働者間で、休暇等労働条件に格差が生じている 

☆ ６ケ月以上勤務すれば、週に１日勤務でも有給休暇は発生する。しかし有給休暇がない 

  能勢町パート職員、泉佐野市パート職員、千早赤坂村臨時職員、泉南市非常勤職員、 

☆ 喜び悲しみは非正規も変わらない。 慶弔休暇がない 

  大阪市パート職員、能勢町パート職員、寝屋川市パート職員、交野市パート職員、羽曳野市パ－ 

ト職員、岸和田市パート職員、泉佐野市パート職員、泉南市パート職員、吹田市臨時職員、 

  摂津市臨時職員、高槻市臨時職員、箕面市臨時職員、門真市臨時職員、枚方市臨時職員、 

寝屋川市臨時職員、大東市臨時職員、交野市臨時職員、東大阪市臨時職員、八尾市臨時職員、 

柏原市臨時職員、藤井寺市臨時職員、富田林市臨時職員、河内長野市臨時職員、太子町臨時職員、 



千早赤坂村臨時職員、岸和田市臨時職員、貝塚市臨時職員、泉南市臨時職員、田尻町臨時職員、 

熊取町臨時職員、岬町臨時職員、箕面市非常勤職員、太子町非常勤職員、千早赤坂村非常勤職員、

岸和田市非常勤職員、泉南市非常勤職員、 

 

２、 自治体に広がる委託・派遣など様々な非正規労働者 

○ 自治体の恒常的業務に派遣労働者が… 

  ・労働者派遣法に基づく派遣労働者を導入している(３市が把握していない) 総数７１７人 

   大阪府、大阪市、吹田市、箕面市、池田市、門真市、大東市、八尾市、河内長野市、堺市、 

   貝塚市、 

・河内長野市は選挙事務のみだが、他の自治体は恒常的と思われる職種に派遣労働者を導入 

 データ等作業・管理、電話交換、案内、授業料減免、秘書、看護師、事務、地域包括支援 

  

○ 恒常的な専門業務に任期はいらない!  任期付短時間職員制度の導入は１３自治体 

  ・任期付短時間職員制度の導入は１３自治体 (府全体の合計は１，３８２人) 

     豊中市  ２９７人     枚方市 ２９７人   堺市  ２４３人         

寝屋川市 １７０人    泉南市 １０７人    茨木市  ５７人  など       

・保育士、学童指導員、図書館司書、看護師、税務・年金・福祉・企画関係など、さまざまな分

野で、住民サービスの第一線に立った専門的業務が３年任期など雇用不安にさらされています。 

・大阪市は任期付職員を短時間ではなく、生活保護のケースワーカーなどフルタイムに採用して 

   いる（任期付短時間職員制度の条例は制定しているが、採用はナシ） 

○ シルバー人材センターの活用は３７自治体 

  清掃・駐輪場管理・草刈り・幼稚園バス送迎・粗大ゴミ収集など様々な職種で働いています。 

シルバー人材センターは臨時的・短期的な就業の場を提供するとしていますが、常時必要とされる業

務が含まれています。高齢者の「生きがい就労」として、労働基準法の適用を除外した就労(請負契

約)であり、最低賃金以下での就労、労災不適用などをめぐって、各地で争いが起きています。 

○ 庁舎清掃は４４自治体のうち、３９自治体が委託 

業務委託の予定価格に対する割合は、６．５％、６．８％、１０．６％など非常に低い落札率に 

なっている自治体があります。庁舎清掃の委託設定は市によって様々な労働時間の人が働いていて一

律に計算できませんが、大東市の場合は委託して１１人が 1日５時間、週５日、働いています。委託

費は１６，２５４，０００円なので１１人で割ると 1人、１，４７７，６３６円になります。経費を

含んでいるため７掛けにすると年収１，０３４，３４５円で働いていると推測されます。  

４．行政職の高卒初任給は、４自治体が底上げし、１０自治体が引き下げられた 

  ２００６年   ２００７年   ２００８年   ２００９年  ２０１０年 

１６４，９４２円 １６４，３０９円 １６４，３２８円 １６３，５０６円 １６３，０９１円 

 大阪市の行政職の高卒初任給は昨年よりは１４１円引き上げられましたが、１５７，１５６円です。 

大阪市在住の１８歳単身の生活保護費は、１２９，９７８円ですが、働いているので基礎控除や公租公

課補正をすると大阪労連試算では１７５，１３５円になります。(全労連試算は１７４，２１６円) 

一時金支給があり年収では生活保護費を上回りますが、月額は生活保護費を下回るのではないか？ 

行政職高卒初任給最低額は１３７，２９８円で、最高額は１７４，３８４円。            


